
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

二

二

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
二
〇
号

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
民
間
で
行
う
こ
と
が
可
能
な
業
務
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
民
間
で
行
う
こ
と
が
可
能
な
業
務
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
船
舶
（
以
下
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
事
業
所
等
（
以
下
「
当
然
適
用
事
業
所
等
」

と
い
う
。
）
は
、
当
然
に
同
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
と
な
り
、
当
然
適
用
事
業
所
等
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
未
満
の
者

は
、
当
然
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
（
以
下
単
に
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
保
険
者

の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
庁
長
官
（
実
際
に
は
法
第
四
条
及
び
厚

生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
社
会

保
険
事
務
所
長
（
以
下
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
」
と
い
う
。
）
）
の
確
認
に
よ
り
そ
の
効
力
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

当
然
適
用
事
業
所
等
と
な
っ
た
事
業
所
等
の
事
業
主
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届

出
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
適
用
事
業
所
と

な
っ
た
旨
の
届
出
（
以
下
「
適
用
事
業
所
の
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
適
用
事
業
所
の
届
出

等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
業
所
等
（
以
下
「
未
加
入
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て

一



は
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
の
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の

効
力
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

当
然
適
用
事
業
所
等
以
外
の
事
業
所
等
に
使
用
さ
れ
る
者
は
、
原
則
と
し
て
被
保
険
者
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
等
の
事
業
主
は
、
そ
の
従
業
員
の
二
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
て

社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
適
用
事
業
所
と
な
る
こ
と
の
認
可
を
申
請
で
き
、
当
該
認
可
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
事
業
所
等

（
以
下
「
任
意
適
用
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
未
満
の
者
は
被
保
険
者
と
な
る
。
ま
た
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
当
然
適
用
事
業
所
等
及
び
任
意
適
用
事
業
所
等
以
外
の
事
業
所
等
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
未
満
の
者
は
、
社

会
保
険
事
務
所
長
等
の
認
可
を
受
け
て
、
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
職
権
適
用
」
と
は
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
を
職
権
で
行
う
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
、
適
用
事
業
所
の
届
出
等
を
行
わ
な
い
当
然
適
用
事
業
所
等
の
事
業
主
に
対
し
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
が
当
該
適

用
事
業
所
の
届
出
等
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

社
会
保
険
事
務
所
長
等
が
法
第
百
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
官
公
署
に
対
す
る
資
料
の
提
出
の
求
め
に
よ
り
入
手
し
た
資
料

二



等
を
活
用
し
て
未
加
入
事
業
所
等
を
把
握
し
、
当
該
事
業
所
等
の
事
業
主
に
適
用
事
業
所
の
届
出
等
を
行
う
よ
う
重
ね
て
指

導
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
、
法
第
百
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
等
の
立
入
検
査
等
を
行
っ
て

把
握
し
た
当
該
事
業
所
等
の
雇
用
、
給
与
等
の
実
態
に
基
づ
き
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
被
保

険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
を
職
権
で
行
う
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

職
権
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
被

保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
を
行
っ
た
場
合
と
同
様
に
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
効
力
が
生
じ
、
法
第
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
月
か
ら
被
保
険
者
期
間
に
算
入
さ
れ
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
標
準
報
酬
月
額
が
決
定
さ
れ
、
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
具
体
的
な
保
険
料
額
及
び
保
険
料

の
徴
収
が
始
め
ら
れ
る
月
が
定
め
ら
れ
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
保
険
料
の
半
額
の
負
担
義
務
が
、
当
該
事
業
主
に
つ
い
て
は
保
険
料
の
半
額
の
負
担
義
務
及
び
保
険
料
の
納
付
義
務
が
具

体
的
に
発
生
す
る
。
ま
た
、
被
保
険
者
に
対
す
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
前

提
と
な
る
資
格
が
発
生
し
、
被
保
険
者
期
間
と
し
て
の
算
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
未
加
入
事
業
所
等
に
つ
い
て
、
職

三



権
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
が
発
生
し
な
い
。

四
に
つ
い
て

職
権
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
の
業
務
の
う
ち
、
当
該
確
認
に
必
要
な
法
第
百
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険

者
の
資
格
に
関
す
る
立
入
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書（
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
七
六
号
）

の
一
に
つ
い
て
で
規
定
し
た
「
被
保
険
者
資
格
等
調
査
」
に
該
当
す
る
が
、
確
認
行
為
そ
の
も
の
は
、
保
険
料
の
負
担
義
務

等
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
の
、
直
接
に
国
民
の
権
利
を
制
限
す
る
業
務
（
先
の
答
弁
書
の
一
に
つ
い
て
で
規

定
し
た
「
権
利
制
限
処
分
」
）
に
は
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
保
険
料
の
滞
納
者
に
対
す
る
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
処
分
の

よ
う
な
権
力
的
な
性
格
を
有
す
る
行
為
と
し
て
の
強
制
力
を
も
っ
て
行
使
す
る
業
務
（
先
の
答
弁
書
の
一
に
つ
い
て
で
規
定

し
た
「
滞
納
処
分
」
）
に
も
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
の
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
年
金
保
険
料
の
滞
納
者
に
対
す
る
強
制
徴
収
の
よ
う
な
権

力
的
な
性
格
を
有
す
る
業
務
を
行
政
機
関
以
外
の
者
に
行
わ
せ
る
場
合
の
一
般
的
な
要
件
と
し
て
、
当
該
業
務
を
処
理
す
る

に
当
た
っ
て
の
公
正
性
、
客
観
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
及
び
行
政
機
関
の
監
督
体
制
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置

四



を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
要
件
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
内
容
及
び
そ
れ
を
お
示
し
で
き
る
時
期
の
見
通
し
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五


